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ABSTRACT 
r-Ia-rnont..,t'r.n Process of Rights) Education 

A Case Schools in Fukuoka Prefecture 

Katsusuke SAITO 

This paper considers the structure and implementation process performing Dowa(Human 

Education of private high schools in Fukuoka Prefecture. Historically, Dowa Education 

was mamly implemented to eliminate discrimination Buraku those forced to live 

outside of mainstream in separate areas. Presently, Dowa Education and Human Rights 

Education include many kinds of human problems. In this paper, I focus on the structure 

and implementation process rather than the educational aspects regarding this topic. 

In 1970, the year after the Dowa taisakujigyo-tokubetsusoti law(the Law on Special Measures 

for Dowa Projects) was passed, the Fukuoka Dowa Educators Association and Fukuoka Buraku 

Liberation submitted an open letter to the Fukuoka Private High School Society(pres

ently called Fukuoka Private School Societv). It was the impetus in the creation of Dowa 

Education for private high schools in Fukuoka Prefecture. The responded to 

this idea and Dowa Education was formed. In August of the same year, the Society from a 

study-meeting that was attended by executives who were managing schools, principals, and also 

teachers. 

In 1985, the Study-Meeting for Dowa Education Promoting Teachers in the Society was 

organized, and this put forward not only in but also quality, of Dowa 

(Human Rights)Education. Also in 1997, reform of the organization in the to improve 

further its education in the 21st century was done. Related to this, the Study-Meeting of Dowa 

promotmg Teachers was reformed in order to allow this teachers to Education 

argue actively. 

Rights)Education in schools is done to adjust to their own circum-

stances Dowa Education Promoting Teachers or Dowa Education Practicing Teachers of each 

school. The Study-Meeting still puts forward an agenda using the Dowa(Human Rights)Education 

philosophy and steadily, for the past thirty years; while carefully considering the 

of schools and the side of its education. The previously mentioned 

ideals, though their content to propel its education are very important, at the same time I think 

the structure and implementation process of its education is of great importance. 

though the two ideals have worked positively, on the other hand, they have 
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worked negatively. Advancing Dowa(Human Rights)Education in private schools has contradi心

tions in the basic ideals and in the structure involving the 

はじめに

l) 

権D教育推進の仕組みと実施過将である。

る(教員〉団体(・

とになる。

もちろん、私 (人権)教育の も

の関係jにかかわるもの

からであるのこれに対して、我が掴の学校をはじめとしたあらゆる

ターンは、集団主義であるのしかも、

く、ほぽ共通している G 革新の

る場合が珍しくないのである。この集団主義と、両手[l

るのであるのただし、私は、最初から個人主義・

3う立場告とってはいない。

さらに重要なのは、

り、前述のi坂定した範間を考察するのであるの

さて、福岡県は、都道府県を単位とすれば、全i司の

員と関わる

れているものがかなりあるからである。

だが、

は紙数の関係と

なかった。

は、 教育Jという関誌について、
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ための教育である な人間観と

てきた。その後、近年の法律の改慌により、従来 f同和教育Jという

る組織の部署等で、は、「人権教育 iという名称が使われるようになったの

(人権)教育 iという三葉を使ったのは、 ーつ lこは、一穀には

みを使用すると、現在でも|叶和地誌(出身)の人々への差別をなくすためだけの教育であ

くさせてしまうと考えたからである G 二つ廿には、 となっ

A される

いずれにしても、

そ れるべき るO それゆえ、 はこれについ

で詳しく討議じていない。

1 語縄県私学協会おぜる罰和(人権)教育の沿革とその組議

し、 5J-l 28日iこは解放同盟県連

と

おける

と時ぶ)は、

に相談を持ちかけることがまれ

る力をつけているのただ、このこと辻、県内侍地域で公立高校関係粁とはまった

〈人権)

は深いものがあるといえよう C

考察した後に詳しく

論じることにしたい。これについて考察した後に、 (人権)

び〉 えてくるだろう O
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川平11 (人権〉教待の仕組みと'だ施過れ

(人権)教書提準のため

教育推進のための 4地区

私'芋の

うち、 40

40校で|百j推教員の会が組織されている O そ

教員(以下「同相教員!と呼ぶ)と時ばれる

の補助金を得ている

に取り

この

き、|日1
・中学校に

とな

より l

らの助言ないし

る高校の/ciJ本[1

おける同和(人権)教育をさらに充実させるべく、!日私学協会におけ

な在れたむその

と 「人権教腎部会 1(σ11肘同丙計i在和l教再部会|という

はない) 会が以部よりも

ある O 活発な議論という従来かちの課題が、 20

しやすくなり、ほとんどの同推教員がここでの議

論を歓迎するようになった。

さらに、前述した同和教脊委員会の承認後経て、やはり 1997年震から|司担教員

も年 2"ロl同推教員の会に出席し研修を受けている。これにより、同拘教員が日推教員の会で行わ

ものなのか、おる程度認識できるようになった。このことは、

というそれ

北九州・筑後・筑豊地区から

りl名(前述し

2名が加わり、

関する

については、同和教青委員会およ 会の審議にかけられるの

2 福間環私立高等学校における同和〈人権〉教育のための校内組識と間推教員の特撤

(1) 同和(入構)教育のための校内組織

ここでは、主として同推教員が置かれている

ついて述べてしぺ。同和

のための組識が一般に設けられいるのそ

その構成されるメンバーの職位か主主つのタイブ1こ分けられよう

一つめは、 -主任が Eたるメンバー

40-
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任等、校長のもとで校内の重要事項を話し合う運営委員会のメンバーで構成される場合である O このメ

ンバーには、校長または教頭(面IJ校長)が入る高校もあるが、形式的である場合が多いという (16)。このメ

ンバー構成は同和(人権)教育が校内のみならず、対外的にもそれだけ重視されているものと考えられ

るO 数はきわめて少ないと思われるが、それを意識してか、体裁だけ整えているとしか思えない高校も

あった 1171 メンバーが責任ある江場だけに、|丙l和(人権)教育をきちんと実施していこうという了解がす

べての、または多くのメンバーにできていれば、これほど同推教員にとって心強いことはない。 だが、

そうした了解ができるのは、|百l推教員がこれらのメンバーと伍していける、場合によっては渡り台える

だけの力量が教員にある場合であろう O

;つめは高校に勤め始めてそれなりの年数はたっているが、一つめのような長ではない教員と l年H

(新人)や 2年口の教員がメンバーの場合である o [司推教員が熱心であれば、このようなメンバー構成の

場台、会議は活発になりやすいし、この委員会のみで動くようなことであればその仕事はやりやすい。

だが、やはり他の教員に対する影響力という点では弱い。つまり、より責任ある部長・主任クラスの教

員が誰も会議のメンバーでないことは、彼らの同和(人権)教育に対する関心の度合いを弱めてしまい、

彼らを合んだ同和(人権)教育の取り組みは難しくなることもあろう O

また、学校は学年単位で動くことが多いので、学年からのメンバーが l年日の教員のみという場合は

問題がある O その場合には学年からのメンバーを 2人以 tとし、そのうち l人を少なくとも 2年目以上

の教員にすべきであろう O というのは、なにか同和(人権)問題が生じたとき、 l年日の教員が学年全体

に説明をしたり、他の教員や生徒と連絡をとったり話しをしたりするのはやはり無理があるからであ

るO 経験のある教員でもこうした問題がこじれると、生徒にも教員にもかなりの、ときに厳しい精神的

負担となることもあるからである O

二三つめは一つめと二つめをミックスしたメンバー構成にするものである O この場合における部長・主

任のメンバーは学年主任や進路指導部など、日常的かっ将来的に人権をより配慮すべき分掌のものが多

い。このタイプのメンバー構成をとる高校が多い。もっとも無難な構成であろう O 特に学年主任がメン

ノイーだと、嫌がらせやいじめ等の情報が早く入りやすく、それへの対応も会議で話し合える O ただ、同

推教員が学年主任にそういう情報については常に伝達してもらい、問題がひどくならないように気を

配っていれば、必ずしも学年主任が会議のメンバーである必要はない。進路指導部長や生徒指導部長も

[oJ様である O

私立高校にも、公江と|司じように組織的に同和(人権)教育に取り組んできた学校もあるが、多くは

同推教員個人の力量に頼る場合が多い 11制。それゆえ、 [oJ推教員個人としては熱心に取り組んでも、組織

(学校)としての支援態勢ができていないところでは、同和(人権)教育の一層の推進は難し~ i。つまり、

私立高校の場合、組織としての支援態勢も教員個人の力量がその推進を左右するといえる O そうした推

進の力量の高い教員が徐々にでも各学校に a 人でも多くなることが極めて重要である O

(2) [ciJ推教員の特徴

1995 (平成 7)年度から 2000(平成 12)年度にかけて、女性の同推教員は 2、3、2、3、4、5人となっ

ている o 1999、2000年度は若干の増加傾向が窺える O 同推教員設置校が 1999年度当時で 40校(当時福

岡県内私立高等学校は全部で、 61校)で、そのうち女子高校は 13校(平成 11年度に 2校共学になった)

あるが、女性の同推教員が少な ~ìO これは女性教員が同和(人権)教育や人権問題に関心が薄いという

ことでは決してな ~ìO 部長や学年主任にくらべて、同推教員は同和(人権)教育を推進していくために、

出張(校外研修)に多く行かざるを得ないからだという O また、これは男性の教員も同じであるが、同

推教員は専門教科でない同和(人権)教育についてかなり学習しなければならない。残念なことだが、

どちらかといえば教員は教育活動において熱心・活発でも、あまり多くの量の学宵を好まない人が多

い。力却加日lえて、校内のいじめや差別なとど、の複雑な問題に対応しなければならないということもある 11引
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年令については、男性教員のみの傾向を述べておきたい。 30代後半から 60代前半まで幅広い年齢構

成になっている O その中でも 40歳前後がもっとも多L、。これは校長に高校の同推教員はある程度の年齢

が必要であるという 共通認識があることをノjミしている といえよう O

次に同推教員の担当教科別人数をみていくは0)

同推教員の担当教科別人数 1995-2000 (平成 7-12)年度

lN 英 数 国 理 地公 保{本 美 一工 商 刀τ 道

三日五口 子 三日五o 科 歴民 健育 術 業 業 教 徳 (人)

1995 4 3 4 12 4 2 2 35 

1996 5 2 7 11 4 2 2 2 。。 36 

1997 5 3 9 10 4 2 3 。。 38 

1998 5 。6 7 12 3 4 。。 39 

1999 4 。8 7 11 3 3 2 2 。。 40 

2000 8 6 7 8 5 3 。。 40 

31 4 28 41 64 23 14 9 12 228 

以上のように、いわゆる 5教科の中では地歴公民の同推教員が多く、数学の同推教員が極めて少ない

ことが日 ¥LつO 数学の教員が社会問題に関心がないというのではなく、 5教科の中では数学そのものに

社会問題を扱うことがないという特性があるのは確かである。 5教科以外の中では保健体育の同推教員

が若干多 ~\ o これは l 校あたりの 5 教科以外の教員数は、保健体育以外が一般に少ないか らだと思われ

るO 少し興味をひかれるのは、各高校の美術の教員はいても l人のはずであるが、平成 10年度には美術

の同推教員が 4人いたことである。家庭科と苦楽はまったくいない。

この結果にある程度あらわれているが、多くの教員の少し困った意識として(校長が同推教員を決め

るのだが)、「同推教員は地歴公民の教員がすべきであるJ<山 というものがある。確かに、同和(人権)問

題と教科内容の重なっている部分が他の教科にくらべると多いと思われる。しかし、|司推教員としてふ

さわし L、かどうかの重要な側面は教科というより、「共感できる能力」と IfJ動できる情熱」を同和(人

権)教育に傾けられるか否かである。(22)

高校によっても異なるが、 一般に同推教員は、他の部長(月1]の名称の高校もある)などと同じように

3年から 4年で交替する o 1年で交替という例もあるが、短い場合でも 2年が多い。やはり、私立および

公立の同推教員をみても 3年から 4年務めるというのが妥当な年数であろう o 1、2年ではせっかく学

宵・経験したものを生徒や教員により多く還すのが難しいと思われるからである。ただし、学校におけ

る同和(人権)教育の仕組みが長年の積み重ねで整えられ、そのための人材も豊高であればあまり|百|推

教員の務める年数にこだわる必要はないかもしれない。

3 学校における同和(人権)教育の理念と実施方法

人権教育というより、!哲史的には同和教育の大切な理念、として訴えられてきたことがある。同和教育

は、教科内外を問わず全教育活動に浸透させて行われるべきものであるというものである(加。 そして、

こうした「各教科・道徳・特別活動における指導を補充・深化・統合するための特設される(別)J授業

(以下「特設授業jと呼ぶ)がある。同和(人権)教育が全教育活動と特設綬業とで有機的に繋がってい

くのが理想であろうが、現実にはこうしたレベルにまですぐに達成できるものではなし、。それゆえ、そ

のような状態をめざして、 校内で主に暫定的に行われてきたのが特設授業であるO 前述したように、こ
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り方ではなし

ままであるといってよい。

教育推進の難しさがある

くとも、 ほとん

りってし 1る。

に 1時間(場内によっては 2

l度全校生徒を集めて関連する映画を見せるのみといっ

れるべきという考え方があり、 [nl数が問題とい

うわけではないが、 l度だけというのlまあまりにひど

辻、 1'1}和(人権)教存の取り組みそすすめてきた県I司教の考え左が透して、主として判

うものであるという考え方があるの公立の学校は誌とんどこうしたスタイルで行われているとい

も基本的にはこの与え}jなのだが、高校によっては

どに集めて行っている。あるいはこうしたスタイ

両校でも、こうしたスタイルを逆ι一部取り入れているところが

ある O

「特設校業」 うのがベストに近いであろうし、このスタイルがそれなり

した期念に近づけよう O だ、が、このスタイルを中心lこ長年取り組んでいる

を実施する担託の力量差が縮まらないということで、ある。これは教員とし

というより、あき告かに取り組みへの f誠実さの差J(訟でJうろう。極めてまれであろう州ベ

も、「特設器業jの時間にまったく同和(人権)

たという。また、いいかげんな按業準備しかせず、そのことによって

こしてしまったりする教員もいるO たいていのl高校で、法「特設捜業J

っとも、きちんと綬業準備をしても

ヲ|き

もうけているにも

きることはある O

は多少の差ですませられるような来で誌な

い。だが、学級閉(立にくらべれば、

JJを維持することが難しくなる。もちろん、こ

る枝葉はどうしても生徒の集中

ければ別であるりだが、このス

タイルは、

われると L、う

らいえば問題だが、

によって事情が濯うが、

このスタイ ルそ増やすことか込多く

くのも一つ あろう O

内容の「特設授業Jが行

た考え

もうことはできなし

よる)では、まず

を増やしてL

や部長を務める教員である。これらの教員

そ実施する中で、自分臼

う機会がなくなる G 彼らはいったん担任をもたない部長になると、

は t~ らないこともある G これらの教員は 2、 3 年ぷ 1 度くらい、

(人権)問題ぷ~する話しができるはずである。こうした話し

しそうに話しをしても混い。わずかな時間でも校長自らが、

る話しをする磯会そっくっていってこそ、まず
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おわむ!こ

注

(人権〉教育は、

という考え方iこより、

ることは難しし

ずかではある

とこれを改革して

をJ考えることをこれからも大切にせ

(1) 木J識は uこ2000(平成 12)1fr支まで安研究社象としている。

(2) 論fi壮大学院に 6年明子r籍したj哉、福岡!日の私立高て字学校に教諭として 8年間f)Jめ、その後半の 4"ド11¥1(まIriJ和教

宵推進教員であったりこの 4年間で校内のlLiJ干11(人権)教行を進めつつ、私学同推教員の会をはじめとして全国

的なよJl棋の研跨から地域の勤まで、できるかさり IH轄した。校内の教内活動に支障をきたすことがないように、

年間 50""60[01以 1- 外に出ていたのそのため、上・ Hや祝付、そして放訴後や艶務時間終了後に出かけること

が全出結同数の字分以上で、あった。木論はこうした経験を背景にしていることをお断りしておきた L

このような研究心法辻、フィールド調査やインタピコーなど、より、さらに答観性に欠けるとの批判が吋芳、ある

と思われる。だが、こうしたた学院修了 (Itr;段)fi"としての立場での研究がJjfめられ、そのための研究右法が開

発されていくべきではなかろうか。それでこそ、より翌日識と実践が関連づけられ、社会科学がイ時発揺してい

のではなかろうか。 技が問は、近年、寺門i韓大"?I))~の設置数告二1、速に増やしている。これらの l

では、研究した後に関連する現場で研究を杭けたり、大学院に入学するiiiiに円らの現l誌での経験課題を立つけ、

それ長大学院で{計先していく研'先方法が開発されていくべきだとjどう O 本;論はまずこのような研究方誌に挑戦

てみたことをお断りしておきた

また、 4'rT枯]の中で、さらには本論を汗くために、そのi去に、 f福岡弘の私。:・公立の!日Jfu(人権)教宵関係院、

行政関係段、運動体関係主かよ，1茶々なお話を磁わせてもらった。それら安本論JZ犠のためぷ活用させてもら勺た。

心から感謝したL、。

(3) 例えば、 fil1Jιr第 9 政策定控の則論」、下部日深事・新川述、郎編『行政と執げの埋論([現代の致治学]

シリーズ(舎は、衆海大学出版会、 1991年、 211236

(4) 以 Fの論文を事照。拘束克介 f設がITtl公教育・就業組織と集H"Iζ義文化の再生と変有 「併同一致Jの出[nJ• fJ: 
到jパターンの併守望 l、J;-倒立光漏れTl伐のよ求』、成文堂、 2005W出版予定c

(5) この定義は論きが前述した 4'rl'mJでの研修や学習、また校内での括和(人権)救育の実技経験からまとめた。 以

i九出向弘行動計同iとrrtliili総会で決議された人権教符のJL義与を紹介しておく or人民が人間として持っているあら

ゆる権利をお互いが尊煎L0ぅ社会の実現をけ指して、日分や社会をはつめ!立し、人と人との関係の在り方や課

題の解!J!:'こ内けての}u去むどを学留すること。j福岡県人権教育のためのi革連 10"1'敗進本部『人権教宵のための

同述 10年出同日行動計ILllIJ，1998年 5刀、 4ç~o r":R1I識と技棋の伝述決び態度の形成をj凶じ、人権という普遍的文

化を鵠築するために行う /i刑事故びι;報努}JoJ 1994 'rnお49fIi1llq連総会「人催教子?のための員連 10年行動計出入

福i滝川人権教討のための吋述 10年推j並木部「人椴教育のための 10年以同県行動討雨j、1998ザー 5)J、 4

(6) 制l崎県私学協会計寸告|救脊一二十年記念誌J，1wli司県私'芋協会、 2001午、 1員、 15-22 (i。
(7) 坂本義雄「同相教育への政り刺iみの軌道」、同人 183伶 191以とみ;入へのインタビュー、 1999'rj:' 8月。 Iri]氏はノじ

話向日私学協会事務局次長。

(8) 福岡県教行委門会教育長 JJ久勝夫 r高等ザ:校における同名 i教1tfの m~進について([ei]符)J、45教学第 809守、 1970

年5JJ 28 

(初 出i崎県教育長員会教夜長 iii久勝美 r~県立高校校長あての教育長油連(昭和 45 1f岐における同粕教行の推進につ

いてj、45教第 809LJ、1970W 5 n訪日。

(10) r公守J下校はいj推教員を r~Ll門J するというが、私学はは挽教員を1'1主的に判断して日記り入れることから、

という表現そ使う j とLい坂本義雄氏へのriii出インタビュー。

(11)これは経常時拙助金として註掩学校に鵠i泊されている。また、私学協会にはlii]和教ff研修認として年間 1000hl 
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以上が黒から補拐されていた。行政関部計へのインタビュー、 1999年 8月。

(12) Iー第 4条 会識は、定f9rJ会議と臨時会議とし、会員をもって樟戒する()Ir第 5条 定例会議は即、Hりとして毎丹 1同

とし、川和教育委H会委社長が什壊するものとする。 t説明県松芋協会IrilflJ教討推進教討の会j箆常用定、 1985{I~ 9 

(13)私学協会は、長年私学長4隣諸に公江戸i校教員の11¥1らlをお願いしてきたという。坂本;義維氏へのfiiHUインタビュ…。

(14)福岡摂教育委員会下校・ n会教育における同和教会:推進のためiリ、 1984、32({()批准休告IJの確己りのところ

に:Hてくる「問手日教向。推進委員会〈部)等Jという友現から多くの尚校が耳立っていると思われる。

(l5)私学同推教員の全で発表のあった件高校が配布した資料か iう論者が分類した。

(l6}.i命ti.は、 rflJ校寂職111、校内同干11教育者自進委員会のメンパーも終験せず、同推教員になったため、以i校長〈公¥'(，高校
出身計)がIri]委民会のメンパーで 1年II¥Hま会議Ilrのみならず、多くの助首長党

(1 7) 少なくとも l 校はあったり、引金・ ，~M交の I ， íj推教民および{也の教員へのインタビュー、 1998- 1999年。

(18)公立高校関i系Jまからのインタビ』一、 1999W 8 J] 。私立の多くの高校が努))を重ねていることはし、うまで

し、。だが、私立高校は校内におけるlri]f日教育推進のための組織的取り組みがまだり討し、ところがある。私学:同説教

はいくにんかからのインタピュ (1999年 8月)からもそういえる。

(19)論者が勤めたごう時の高校の女持教員や公¥'(.・私立の問権教員からしばしば間いた事柄と論計が同挽教員として椛

験した事柄を組み合わせた。

(20) 私守':[tij本11教育推進教誌の会名簿J、1995…2000年度。

(21)論ず;が部jめた 'I'j日与の高校の教はや公立・私立の吋惟教員からしばしば開いた事柄。

(22)これらの能))がなぜ許てにくいのかはもちろん、身につけにくいのかについては以下の著丹後零照。辻村宏和野

「経営者育成の理論的M.穣一経常技能の宵得とケ…ス・メソッドーム文i資堂、 2001年。

(23)前同君、出罵1宗教宵委員会、 1984年、 8-9以。文部省初等Ljl等教肉同小学校課 F学校における同手1I教育指噂資料

学校におけるIrij手11教行の推進と去}]IJ事象に関する指導について…j、1994年、?説。

拾のがj向井、福間~主教持委員会、 1984 1f" 30 

前:thl書、文部省初等中等教育同小学校課、十一 6頁。

(26) 2000年「人権救持及び人権啓発の惟進に!唱する法律Jが脆日された。だがこの法律に基づいた政取には、青森県

教育委社会は側めて消極的であるといえる。吉森!県教狩委8会が作成した「平成 16年度点保!県教宵施策の}j針j

やl，iJ1N支のトア:校教育指噂のむ針と弔.r::U、「社会教汗行政の主主，.と重点ム「保健体育日i殺の方針と重点J、f丈イヒ
財保識υd交の}j針と(11:点，こは、人権}dJ"nuこ関わる表現ははられるものの、 i人権」という表現がまったくでてこ

ないからである 0

(27)私学Iri]推教員の会で発表のあった各!当校、が担布した資料とある私立高校の現状。

円誠実さのxuとは、 rnゴの (22)で述べた有てにくい、あるいは身につけにくい能々と街接な関採がると忠われ

る。ましてや単純な強棋では/ト.じえないものである。ここに、持品J(人権)教子?の難しさがあり、この教育のさ

らなる可能件と限界を持求するために、その実磁i品組研究の章義があるはずである。
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